
志明館小学校　 寄 付 金 募 集 要 項

１．対象事業 志明館小学校の校舎改修、教育研究設備購入・教育研究に要する経常的経費に充当するために

必要な資金として使用します。

２．寄付金目標額 3億円

３．寄付額 個人　： 　　 ５，０００円／口　以上での任意の金額

法人　：  １００，０００円／口　以上での任意の金額

 ( 金額・期間・回数等について、ご希望があれば別途ご相談させていただきます。)

４.　募集期間 令和6年4月1日　～

５.　税制上の優遇措置 ご寄付いただいた個人および法人の皆様は、寄付金控除の減税措置を受けられます。

【個人様の場合・・・所得税の確定申告時】

受 入 区 分

減 免 根 拠

減 免 措 置

申告に必要な書類

受 領 証 等 の
送 付 期 間

【企業・法人様の場合・・・法人税申告時】

以下のいずれかの減免措置を受けることができます。
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減 免 根 拠

減 免 措 置
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寄付金控除限度額

受 入 区 分

減 免 根 拠

減 免 措 置

申告に必要な書類

受 領 証 等 の
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６．申し込み方法 【個人様の場合】

　　(ⅰ）添付の「寄付申込書」を、郵送、ＦＡＸまたはメールに添付のうえ事務局までお送り

　　　　ください。

　　(ⅱ)(ⅰ)のあと、「７．振込み先のご案内」をご覧いただき、寄付金をお振込みください。

　上記(ⅰ)(ⅱ)により、寄付金に関するお手続きは完了となります。事務局にて確認後、受領証等を

　お送りさせていただきます。

【企業・法人様の場合】

　※「受配者指定寄付金」を希望される方

　　(ⅰ）添付の「寄付申込書」と私学事業団所定の「寄付申込書」（様式１－１）を併せて

　　　　郵送にて事務局までお送りください。

　　　　寄付申込書（様式１－１）をお持ちでない方は事務局までご連絡ください。

　　(ⅱ)(ⅰ)のあと、「７．振込み先のご案内」をご覧いただき、寄付金をお振込みください。

　上記(ⅰ)(ⅱ)により、寄付金に関するお手続きは完了となります。事務局にて確認後、日本私立学校

　振興･共済事業団への手続きを行います。完了後、「寄付金受領書」を事務局よりお送りいたします。

　※「特定公益増進法人寄付金」を希望される方

　　　個人様の場合と一緒です。【個人様の場合】をご参照ください。

寄付金控除限度額
〔特定公益増進法人への寄付に係る損金算入限度額〕
　＝（資本金の金額×0.375％＋当該年度の所得額×6.25％）×1/2

「受配者指定寄付金」

日本私立学校振興･共済事業団を通じて、寄付者が「指定した学校法人」に対して支出した寄付金

寄付金を支出した事業年度において寄付金の全額を損金算入できる、法人税の減免措置

 （お預かりした寄付金は、本学園より日本私立学校振興・共済事業団に一旦入金いたします。
　 なお、事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。諸手続きの関係上少なくとも
 　決算日の２ヶ月前までにはお振り込みいただきますよう、お願い申し上げます。）

日本私立学校振興･共済事業団が発行する「寄付金受領書」（博多学園よりお送りいたします）

寄付金のご送金より、約２ヶ月後に送付いたします。

寄付金の全額を損金に算入することが可能

「特定公益増進法人寄付金」

福岡県知事の認定する特定公益増進法人に対して支出した寄付金

一般寄付金の損金算入限度枠と別枠で損金算入ができる、法人税の減免措置

学校法人博多学園が発行する「寄付金受領証」＆「特定公益増進法人であることの証明書（写）」

寄付金のご送金より、約１ヶ月後に送付いたします。（お急ぎの場合には、事務局までご連絡ください。）

寄付金控除限度額
〔寄付金控除限度額（所得控除）〕
　＝寄付金額（総所得金額等の４０％が上限）ー２，０００円

「特定公益増進法人寄付金」

福岡県知事の認定する特定公益増進法人に対して支出した寄付金

確定申告による所得税等の減免

学校法人博多学園が発行する「寄付金受領証」＆「特定公益増進法人であることの証明書（写）」

寄付金のご送金より、約１ヶ月後に送付いたします。（お急ぎの場合には、事務局までご連絡ください。）



７．振込み先のご案内 お近くの金融機関にて、下記のいずれかへ寄付金のご入金をお願いいたします。

口座番号 ：普通〕６５３５７４４

口座名義 ：学校法人 博多学園 【 ガク）ハカタガクエン 】

記号･番号：０１７６０－１－１４４４６８

口座名義 ：学校法人 博多学園 【 ガク）ハカタガクエン 】

　　※ 手数料はご負担願います。

８．個人情報の取扱 お申し込みに伴うご住所・ご芳名などの個人情報については、関係法令および「学校法人博多学園個人情報

の保護に関する規程」に基づき、適正に管理いたします。

なお、ご寄付いただいた方の個人情報については、御礼状・寄付金受領証等の発送・寄付者名簿作成のため

などに利用させていただきます。

９．お問い合わせ先 学校法人博多学園　　小中一貫校「志明館」 （担当：千葉）
〒８０３－０８３７　北九州市小倉北区中井口４番１号

TEL：093（383）0514 FAX：093（383）0504
Mail：shouchu@hakata.ed.jp

＜＜手続に関する流れのイメージ＞＞

　受配者指定寄付（全額損金に算入できる寄付金）

　特定公益増進法人寄付金（一定の限度額まで損金に算入できる寄付金）

本部共有－００－００－寄付金募集－００５－１－２０２３０９

企業・法人様（寄付者） 学校法人 博多学園

(1)学園宛「寄付申込書」送付
(2)寄付金のお振り込み

(1)および(2)の受理

(3)および(4)の受理後、
　 法人税申告
  ［約１ヵ月後のお受け取りに
　　 なります］

　(3)「学園受領証」の
　　　 作成・送付
　(4)「特定公益増進法人
　　　 証明書(写)」の送付

日本私立学校振興・
共済事業団

(1)学園宛「寄付申込書」送付
(2)事業団宛「寄付申込書」送付
(3)寄付金のお振り込み

(1)の受理
(2)および(3)のとりまとめ

(2)および(3)の受理

 (4)の受理後、法人税申告
    ［約２ヵ月後のお受け取りに
     なります］

［経  由］
 (4)「事業団受領書」の

作成・送付

(郵便局・ゆうちょ銀行以外からご入金の場合）

福岡銀行 本店営業部

(郵便局・ゆうちょ銀行からご入金の場合）

郵  便  局

企業・法人様（寄付者） 学校法人 博多学園


